
 

 
  
 
 
 

智頭町特定環境保全公共下水道事業経営戦略 

（第１回改訂版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

令和８年３月 
 

智  頭  町 

 



令和 3 年 3 月 （令和 8 年 3 月　改定）

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

4,400 円 3,938 円(税込)

4,400 円 3,737 円(税抜)

4,400 円 3,746 円(税抜)

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

一部適用
（令和5年4月1日）

智頭町特定環境保全公共下水道事業経営戦略

平成12年度（25年）

智頭町

特定環境保全公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

23.8人／ha
（人口：2,948人、面積：124ha）

1箇所（智頭浄化センター　【処理方式：OD法】）

無し

処 理 区 数 1区（智頭処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成15年度に中田、惣地、新見、山根、穂見、戸能の周辺集落を編入し、
事業区域を94haから124haへ拡張した。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

業務用使用料体系に同じ

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

（1ケ月あたり、消費税抜）
基本料金 人数割等

2,500 円 500 円／人

（1ケ月あたり、消費税抜） （1ケ月あたり、消費税抜）
区分 基本料金 人数割、使用水量等

使用水量による場合 2,500 円 120 円／㎥

その他による場合 2,500 円 建築物の用途別によるし尿浄化槽
の処理対象人員算定基準
JISA3302―1988(昭和44年建設省告
示第3184号)を参考として、町長が別
に定める人員１人につき500円



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

指定管理者制度については継続して検討中。

町内の各部局の代表者からなるPFI検討会を設置している。

 イ　指定管理者制度

　施設維持管理業務(1施設)、マンホールポンプ維持管理業務(54箇
所)、管理棟警備業務、電気設備管理業務(3箇所)、水質検査業務、汚
泥運搬業務、汚泥処理業務、汚泥成分検査業務を民間委託してい
る。
　ただし、消防設備の点検業務については、総務課において他の会計
と一括で発注することにより、委託費の削減を図っている。

民 間 活 用 の 状 況

職 員 数

　税務住民課は令和7年4月1日時点で13人で、税務住民チームと生活環境チームに分かれており、生活環
境チーム2名が下水道事業、浄化槽事業等に兼務して当たっている。処理区域内人口の減少も見込まれる
中でこれ以上の人員の増員は望めないため、今後も民間委託等を効果的に活用しながら、現行の人員の確
保に努める。
　また、将来を見据えて人材の育成にも取り組んでおり、鳥取県や東部管内、（公社）日本下水道協会等で開
催される勉強会に積極的に職員を参加させることで、職員の質の向上に努めつつ、ベテラン職員から若手職
員への技術の適正な継承を図る。

　令和7年4月1日現在、税務住民課生活環境チームが、主に下水道事業、浄化槽事業等に兼務して当たって
いる。下水道事業については、事務職員のみの構成で技術系職員がおらず、また全員が兼務職員であるた
め、非常時対応には不安があるが、処理場やマンホールポンプの維持管理業務等技術系の業務について
は、民間委託を効果的に活用することで、今後も現行の組織・人員構成で事業運営が可能であると考えてお
り、現時点で事業運営組織の変更は予定していない。
　ただし費用全体に占める委託費の割合が大きいため、今後は水道事業で実施しているクラウド管理システ
ム等、ICT技術の導入を下水道事業においても検討することで、クラウド遠隔管理による管理コストの削減、
及びそれを通じた委託（仕様）内容の見直しによる委託費の削減等、経費削減の可能性について検討する。

該当無し。

該当無し。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

下水道担当 課長 参事 課長補佐 主幹 副主幹 主任 主事 現業職員 合計

職員数 0 1 0 0 0 1 0 0 2



（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

処理区域内人口の予測

　国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」）の試算によると、本町の人口は令和8年度から令和17年度までの10年間で、
20％程度減少することが見込まれているため、この試算による比率で処理区域内人口も減少すると仮定すると、
令和6年度では2,948人であるが、令和17年度では2,260人まで減少し、令和37年度では1,255人にまで減少すると予想される。
　　本町では、平成27年8月策定（令和6年12月改訂）の「智頭町総合戦略」において、令和22年（2040年)の目標人口を5,000人と定めて、
合計特殊出生率の工場や社会移動の差をゼロ、Uターン施策や移住施策を積極的に実施して、町民個々が活気に満ちた
誇りあるまちづくりを継続することが可能となる「幸せな減少」を目指している。本経営戦略では、社人研の試算を基礎としているが、
智頭町人口ビジョンの試算を基礎とした場合は、処理区域内人口が予測値より増加する可能性がある。

　令和6年度決算「経営比較分析表」を添付している。
　この経営比較分析表は経営及び施設の状況を表す経営指標を用いて、特定環境保全公共下水道事業の経年比較や類似団体との
比較等々複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に表している。

　特に経費回収率は、全国平均及び類似団体の値を下回っている。
　維持管理費に対する下水道使用料の割合（以下、「経費回収率（維持管理費ベース）」）においても61.4％となっており、100％を
大きく下回る結果となった。
　令和6年度においては、ストックマネジメント策定等による多額の委託料を計上しており、経費回収率（維持管理費ベース）を
大きく押し下げているが、この影響を考慮しても100％を下回る水準にある。
　これは、下水道施設を維持管理していくために必要な費用を使用料で賄い切れておらず、他の収入で補填している状況を示している。

（単位：千円）

項目 R6

経費回収率（維持管理費ベース） 61.4%

維持管理費 108,965

下水道使用料 66,947

経営指標 R6 全国平均 類似団体 説明 算出式 指標の解説

経常収支比率 97.67% 105.07% 106.38% 全国平均及び類似団体と比較して低
い水準にある。
100％を下回っているため、単年度
収支が赤字であることを示す。

経常収益÷経常費用 経常収益と経常費用の比率を表し
たものである。100％未満であると
経常収支が赤字であることを示し
ている。

経費回収率 57.61% 72.92% 66.63% 全国平均及び類似団体と比較して低
い水準にある。
汚水処理費に係る費用が使用料収入
以外で賄われていることを示す。

下水道使用料÷汚水処理費
(公費負担を除く)

汚水処理に要した費用に対する、
使用料による回収程度を示す指標
である。

企業債残高対事業規模比率 127.30% 1099.15% 1142.44% 全国平均及び類似団体と比較して低
い水準にある。

(企業債現在高－一般会計負担額)
÷(営業収益－受託工事収益
－雨水処理負担金)

料金収入に対する企業債残高の
割合であり、企業債残高の規模を
表す指標である。



（２）

（３）

（４）

（５）

　水洗化人口の減少及び有収水量の減少により下水道使用料は減収の見込みである。
　本町における使用料は大部分が人数制によるものであるため、水洗化人口の減少率に比例して使用料も減少すると仮定すると、
令和6年度では66,947千円を計上したが、令和17年度には51,317千円まで減少し、令和37年度には28,507千円にまで減少すると
予想される。

施設の見通し

　供用開始から25年が経過し、処理場施設の老朽化が進んでおり、令和5年度には浄化センターの機械・計装設備等の
大規模更新を実施した。今後もストックマネジメント計画に基づき、適時に更新・修繕を実施することが必要と考えられる。
　管渠については、耐用年数が50年と長いことから更新は喫緊の課題とはなっていないが、適切にメンテナンスを行い運営を行う。

組織の見通し

　生活環境チーム2名が下水道事業、浄化槽事業等に兼務して当たっており、最低限の人員で運営を行っている。そのため、これ以上の人
員削減は難しいと考えられる。
　処理場やマンホールポンプの維持管理業務等技術系の業務については、民間委託を効果的に活用することで、今後も現行の組織・人員
構成で事業運営が可能であると考えており、現時点で事業運営組織の変更は予定していない。

有収水量の予測

　本事業は概成しており、今後は水洗化人口の大幅な増加を見込むこと難しい状況である。そのため、人口の減少に比例して
有収水量の減少が予想される。
　令和6年度の有収水量は357千㎥であるが、令和17年度には274千㎥まで減少し、令和37年度には152千㎥まで減少すると
予想される。

使用料収入の見通し

年度 R6 R8(計画) R17(計画) R27(計画) R37(計画)

職員数 2 2 2 2 2



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標
一般会計からの繰入金を可能な限り抑制し、接続率の向上・使用料収納の徹底を図り、適正な財源の確保
に努める。

目 標
ストックマネジメント計画に基づき、施設の状況を客観的に把握・評価し、中長期的な施設の状況を予測しな
がら、施設の計画的かつ効率的な維持管理を実施する。

　（財源の考え方）
　【収益的収入】
　・料金収入……………………２（３）使用料収入の見通しの通り
　・他会計補助金（基準内）……支払利息の一部を計上
　・他会計補助金（基準外）……営業補助（資金不足額の補填）
　・その他営業外収益…………直近5年間の平均値を設定

　【資本的収入】
　・国県補助金…………………建設改良費の50％又は55％で設定（工事の種類等で区分）
　・企業債（建設改良に充当）…建設改良費から国県補助金を差し引いた額（10万円未満切捨）
　・企業債（資本費平準化債）…発行可能上限額を設定
　・他会計補助金（基準外）……企業債の元金償還及び建設改良に不足する金額を計上

・処理場施設の更新等
　　智頭処理区の整備は終了しているため、これ以上の整備を行なわないものとして計画している。
　　新たな整備を行なわず、既存の施設の最適化・長寿命化を検討する。
　　計画期間内においては処理場の機械電気等設備の更新を予定しており、10年間で約1.8億円を見込んでいる。

・管渠施設の更新等
　　供用開始から25年であり、管渠の耐用年数が50年であることを踏まえると、今後10年は小規模な修繕はあるものの、
　　大規模な更新改修は無い見込みである。
　　計画期間中においては耐用年数期間内であることから更新工事は予定していない。

◆経営理念
　　重要な社会資本である下水道事業について、経営の健全化により持続的な経営に努め、
　安定的な放流水質の確保による公共用水域の水質の保全及び生活環境の向上を目標とする。

◆経営の基本方針
　○ストックマネジメント計画に基づき、計画的な改築・修繕に努めることで、下水道施設全体の最適化のための老朽化対策を実施し、
　　改築費・修繕費の抑制を図り、経常収支比率100％以上を目指す。

　○施設・管渠の投資は自己財源だけで賄うのは厳しいため、企業債は利用するが、将来世代の負担を増やさないように
　　発行額を抑制し、企業債残高対事業規模比率を1,000％未満に抑える事を目標とする。

　○令和6年度決算において経費回収率が100％を大幅に下回っているため、使用料負担の適正なあり方について検討し、
　　使用料金の適正化を図る。

◆経営改善
　○本経営戦略ではこれらのほか財政面や投資面の両面においてＫＰＩ（重要経営指標）を設定し、その推移に着目しながら、
　　 ＰＤＣＡサイクルに基づいた継続的な経営改善を図る方針である。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

経営指標 R6
R17

(目標)

経常収支比率 97.67% 100%以上

企業債残高対事業規模比率 127.30% 1,000%未満



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

　・職員給与費…………………全職員の平均給与額を基準に賃金上昇率を考慮して設定
　・動力費………………………令和6年度決算値を基準に物価上昇率及び水量の減少を考慮して設定
　・修繕費………………………直近5年間の平均値を基準に物価上昇率を考慮して設定
　・委託料………………………直近5年間の平均値を基準に物価上昇率を考慮して設定（ストックマネジメントを除く）
　・その他………………………予算科目ごとに決算値、平均値等の基準を設定し、物価上昇率、水量の増減の設定を個別に検討し設定

※物価上昇率、賃金上昇率については、「中長期の経済財政に関する試算（内閣府）」を参考に設定

　事業を跨いだ一括発注による経費の削減の可能性について検討する。
　会計システム共同化による経費の削減について検討している。

町内の各部局の代表者からなるPFI検討会を設置している。

　施設・設備の長寿命化や投資の平準化については、投資・財政計画に
折り込み済である。
　施設・管渠については、供用開始から25年が経過しており、計画期間中は
機械電気設備等の更新を予定している。
　持続可能な事業の実施を図るため、ストックマネジメントに基づき施設の状況を
客観的に把握・評価をし、施設・管路の更新･改修によるコストの平準化に努める。
　具体的には、今後の財政状況、国の動向を注視しながら、検討する。

　現在予定していないが、将来的には必要性、実施時期などについて慎重に
判断をして、隣接する農業集落排水処理区との統合なども検討し、より効率的な
維持管理を選択する。
　地理的な条件から見て、施設等の広域化等についても現状予定していないが、
人口の減少による処理水量の減少が見込まれるため、将来的に供給過剰と
ならないよう、施設の廃止・統合（ダウンサイジング）や性能の合理化
（スペックダウン）について検討していく予定である。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
　町内の各部局の代表者からなるPFI検討会を設置している。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　建設改良に当たっては、国の補助事業活用など、適切な財源確保を検討する。

使用料の見直しに関する事項

　経常収支比率が100％を下回る要因の一つとして、下水道使用料が挙げられる。
　本町の使用料は県内において高水準にあり、下水道利用者への過度な負担増を
避けるため、現状の使用料（税抜）の改定は検討していなかった。
　しかし、経費回収率が全国平均及び類似団体と比較して低い水準にあり、
維持管理費を使用料で賄えていない現状から、使用料改定も視野に入れて
今後の経営を検討する必要がある。
　人口減少により使用料は減収の見込みにあること、物価や金利等の上昇により維持管
理等に要する経費は増加することが予想され、事業を取り巻く環境はより厳しくなると見
込まれる。
　計画期間中においては、令和17年度に経費回収率80％以上の水準を達成することを
目標とし、他項目に示すとおりコストの抑制を図りつつ、使用料の適切な負担水準の検
討を進めていく。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　毎年度、適切な進捗管理を行い、また、5年ごとを目安に見直しを行うことによりPDACサイクルを
効果的にまわして、本経営戦略の事後検証、点検を行う。　従来から経営分析で用いられている
「経営の健全性」「経営の効率性」「老朽化の状況」の視点に基づく各種指標の動向にも留意する。

職員給与費に関する事項

　特定環境保全公共下水道事業には、主に税務住民課生活環境チームの職員が
兼務して当たっているため、業務への従事割合等を参考に、特定環境保全公共下水道
事業には1人の事務職員給与費をおいて算定しており、投資・財政計画の中で職員の増
員は考えていない。
　ただし、事業の重要性や業務内容の変化など必要に応じて、職員の増減を検討する。

動力費に関する事項
　令和5年度に令和6年度～令和8年度（3年間）の電力供給業務の入札を行った。
今後も、電力供給業務の入札を行い、動力費の削減に努める。

修繕費に関する事項

　現状において見込まれる修繕費は収支計画に折り込み済である。
供用開始から25年が経過しており、固定資産の老朽化が進むと消耗部品及び
機械設備等の交換といった小規模の修繕が増える見込みであるので、修繕費の推移に
は今後も留意する。

委託費に関する事項

　現状、マンホールポンプの維持管理（年間3,315千円）と浄化センターの維持管理（年間
38,830千円）を特定の業者に委託しており、下水道と合わせると委託費が42,145千円と
多額になっている。
　ただし鳥取県内でこうした維持管理業務を委託できるのは現在の委託先業者に限られ
ており、委託先を変更することは困難であると考えられる。
　本町には技術系職員がおらず、費用全体に占める委託費の割合が大きいため、多額
の一般会計からの繰入金を必要とする現状を踏まえると、今後委託に係る費用の一層
の削減が不可欠となる。複数年度契約の採用や事業を跨いだ契約により委託料を削減
できないかを検討する。さらに水質検査や施設等の維持管理業務において、市町村を跨
いだ契約ができないかを広域化に関する協議会等を通じて検討し、さらなる委託費削減
に努める。

その他の取組

【台帳管理】
　現状、管路台帳と固定資産台帳の連動が難しく、管路台帳データを活用し切れて
いないため、より操作性や連動性の高いシステムの構築を検討する。

【下水道料金システム】
　下水道料金システムの共同化を検討している。

【地方公営企業法の適用】
　経費や負債を適切に計上し、より精度の高い財務シミュレーションや経営戦略の
策定を行うため、地方公営企業法の適用を行った。

薬品費に関する事項
　保存期間の長い薬品等については、1回あたりの発注量を見直し、より経済的な
発注単位での購入に努めることで、購入単価の削減できないか検討する。

　浄化センター等の敷地の活用について検討する。



　有形固定資産減価償却率については、類似団体
と比べ老朽化が進んでいる状態である。
　老朽化は避けられない課題であり、財政を考慮
しながら更新を計画していきたい。

2. 老朽化の状況

全体総括

　令和5年度から法適用に移行したことで、昨年ま
での分析内容と大きく変わった。
　その結果、類似団体と比較し全体的に平均より
低い傾向となった。
　今後も老朽化の更新等を視野に入れ適切な施設
の維持管理に努めていきたい。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

- 62.33 48.73 100.00 4,400

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

2,948 1.24 2,377.42 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　経常収支比率については100％に近い数字となっ
ているが、収益のほとんどは一般会計繰入金によ
るもので、営業収益で賄われている比率は低くな
る。
　経費回収率については、昨年度より高い数字と
なったが、今後も人口減少が見込まれ、下水道使
用料による収入が減少する一方、物価高等による
委託料･修繕料などの支出が増加することが見込ま
れるため、100％を超えることは難しい。
　施設利用率については、類似団体平均値より高
い数値となっている。
　水洗化率については、昨年度より上昇したが、
まだ類似団体平均値よりも低い数値となっている
ため、引き続き水洗化率向上の取り組みが必要で
あると考えている。
　今後も、健全性・効率性を維持していきたい。

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

6,129 224.70 27.28 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D2 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
鳥取県　智頭町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 0.00 0.00

平均値 - - - 0.06 0.05

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 101.98 97.67

平均値 - - - 107.11 106.38

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 47.91 49.91

平均値 - - - 26.77 27.46

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 0.00 0.00

平均値 - - - 0.07 0.02

①経常収支比率(％)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 0.00 8.13

平均値 - - - 69.54 70.63

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 21.46 31.42

平均値 - - - 50.63 53.28

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 384.54 127.30

平均値 - - - 1,168.69 1,142.44

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 32.11 57.61

平均値 - - - 70.71 66.63

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 581.81 325.10

平均値 - - - 233.15 252.17

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 49.05 49.00

平均値 - - - 42.09 42.15

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 80.77 84.12

平均値 - - - 84.73 84.21

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.07】 【63.54】 【50.90】 【1,099.15】

【86.31】【43.17】【225.78】【72.92】

【30.82】 【0.06】 【0.15】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 66,947 67,319 63,897 62,412 60,927 59,443 57,958 56,635 55,313 53,963 52,640 51,317
(1) 66,947 67,001 63,897 62,412 60,927 59,443 57,958 56,635 55,313 53,963 52,640 51,317
(2) (B)
(3) 318
２． 172,178 142,796 130,183 127,570 129,039 130,711 132,127 135,023 138,244 141,280 144,126 146,948
(1) 52,207 25,381 25,543 26,956 28,647 31,692 34,112 36,296 38,207 39,934 41,471 42,984

36,367 25,381 25,543 26,956 28,647 31,692 34,112 36,296 38,207 39,934 41,471 42,984
15,840

(2) 117,594 115,033 103,563 99,537 99,315 97,942 96,938 97,650 98,960 100,269 101,578 102,887
(3) 2,377 2,382 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077

(C) 239,125 210,115 194,080 189,982 189,966 190,154 190,085 191,658 193,557 195,243 196,766 198,265
１． 223,186 195,955 175,308 171,809 172,105 171,249 170,760 172,006 173,854 175,700 177,554 179,410
(1) 9,496 9,528 6,444 6,535 6,619 6,698 6,773 6,840 6,909 6,978 7,048 7,118

4,739 4,745 3,170 3,215 3,256 3,295 3,332 3,365 3,399 3,433 3,467 3,502

4,757 4,783 3,274 3,320 3,363 3,403 3,441 3,475 3,510 3,545 3,581 3,616
(2) 93,569 71,394 65,301 65,737 66,171 66,609 67,049 67,516 67,985 68,453 68,928 69,405

9,145 10,364 9,107 8,985 8,859 8,729 8,596 8,484 8,369 8,246 8,125 8,000
2,443 5,455 4,820 4,869 4,917 4,966 5,016 5,066 5,117 5,168 5,220 5,272

45 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52
81,981 55,530 51,327 51,835 52,347 52,865 53,388 53,916 54,449 54,988 55,532 56,081

(3) 120,121 115,033 103,563 99,537 99,315 97,942 96,938 97,650 98,960 100,269 101,578 102,887
２． 21,647 21,917 20,330 20,275 20,670 21,106 21,535 21,860 21,905 21,739 21,403 21,038
(1) 15,746 14,881 14,429 14,374 14,769 15,205 15,634 15,959 16,004 15,838 15,502 15,137
(2) 5,901 7,036 5,901 5,901 5,901 5,901 5,901 5,901 5,901 5,901 5,901 5,901

(D) 244,833 217,872 195,638 192,084 192,775 192,355 192,295 193,866 195,759 197,439 198,957 200,448
(E) △ 5,708 △ 7,757 △ 1,558 △ 2,102 △ 2,809 △ 2,201 △ 2,210 △ 2,208 △ 2,202 △ 2,196 △ 2,191 △ 2,183
(F)
(G)
(H)

△ 5,708 △ 7,757 △ 1,558 △ 2,102 △ 2,809 △ 2,201 △ 2,210 △ 2,208 △ 2,202 △ 2,196 △ 2,191 △ 2,183
(I) △ 5,441 △ 13,198 △ 14,756 △ 16,858 △ 19,667 △ 21,868 △ 24,078 △ 26,286 △ 28,488 △ 30,684 △ 32,875 △ 35,058
(J) 62,313 62,715 62,866 62,866 62,866 62,866 62,866 62,866 62,866 62,866 62,866 62,866

19,817 29,043 29,194 29,194 29,194 29,194 29,194 29,194 29,194 29,194 29,194 29,194
(K) 198,319 199,772 198,452 189,109 189,219 173,438 148,618 132,730 123,988 117,874 109,540 106,965

153,433 154,909 153,880 144,529 144,632 128,844 104,017 88,123 79,375 73,255 64,915 62,334

44,009 44,009 44,009 44,009 44,009 44,009 44,009 44,009 44,009 44,009 44,009 44,009
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 66,947 67,319 63,897 62,412 60,927 59,443 57,958 56,635 55,313 53,963 52,640 51,317

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

68.3%8.1% 19.6% 23.1% 27.0% 32.3% 36.8% 41.5% 46.4% 51.5% 56.9% 62.5%

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和8年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 46,100 52,100 111,900 114,200 109,500 107,100 92,100 67,200 50,700 41,300 34,600 25,600

45,000 38,400 98,300 99,800 90,700 91,900 76,900 52,000 35,500 26,100 19,400 10,400

２．

３． 103,489 115,083 56,644 54,170 53,934 52,732 51,944 52,017 52,623 53,275 53,855 54,515

４．

５．

６． 13,750 16,665 16,510 20,295 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

７．

８．

９．

(A) 149,589 180,933 185,209 184,880 183,729 176,632 160,844 136,017 120,123 111,375 105,255 96,915

(B)

(C) 149,589 180,933 185,209 184,880 183,729 176,632 160,844 136,017 120,123 111,375 105,255 96,915

１． 27,500 30,300 31,000 39,200 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

２． 148,489 153,433 154,909 153,880 144,529 144,632 128,844 104,017 88,123 79,375 73,255 64,915

３．

４．

５．

(D) 148,489 180,933 185,209 184,880 183,729 176,632 160,844 136,017 120,123 111,375 105,255 96,915

(E)

１．

２．

３．

４．

(F)

(G)

(H) 1,167,840 1,066,507 1,023,498 983,819 948,790 911,258 874,514 837,697 800,274 762,199 723,544 684,229

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

36,367 25,381 25,543 26,956 28,647 31,692 34,112 36,296 38,207 39,934 41,471 42,984

36,367 25,381 14,429 14,374 14,769 15,205 15,634 15,959 16,004 15,838 15,502 15,137

11,114 12,582 13,878 16,487 18,478 20,337 22,203 24,096 25,969 27,847

103,489 115,083 56,644 54,170 53,934 52,732 51,944 52,017 52,623 53,275 53,855 54,515

103,489 115,083 56,644 54,170 53,934 52,732 51,944 52,017 52,623 53,275 53,855 54,515

139,856 140,464 82,187 81,126 82,581 84,424 86,056 88,313 90,830 93,209 95,326 97,499

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和8年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度


